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化学物質審議会 

及び産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会 

概要 

 

Ⅰ．化学物質審議会 概要 

 

１． 設置法令 

経済産業省組織令 第９８条 

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。 
輸出入取引審議会 
化学物質審議会 

 
２． 所掌事務 

経済産業省組織令 第１００条 

化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭
和４８年法律第１１７号）第５６条及び特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成１１年法律第８６号）第
１８条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 
２ 前項に定めるもののほか、化学物質審議会に関し必要な事項について

は、化学物質審議会令（昭和４９年政令第１０１号）の定めるところに
よる。 
 

３． 設置年月日 

平成１３年１月６日 

 

４． 開催実績 

平成２３年６月  平成２３年度第１回化学物質審議会（書面審議） 

平成２３年８月  平成２３年度第２回化学物質審議会 

平成２４年１月  平成２３年度第３回化学物質審議会 

平成２４年９月  平成２４年度第１回化学物質審議会 

平成２５年７月  平成２５年度第１回化学物質審議会（書面審議） 

平成２５年１０月 平成２５年度第２回化学物質審議会 

平成２７年３月  平成２６年度第１回化学物質審議会（書面審議） 

（この他、審議会に設けられた安全対策部会、審査部会において、規制

対象とすべき化学物質の選定等について、技術的専門事項を審議。） 

 

５． 庶務担当部局 

経済産業省製造産業局化学物質管理課 
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（体制図） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 主に化学物質の性状に基づいて判断する次の事項について、調査

審議を行う。 

安全対策部会 

審査部会 

 主に化学物質の性状並びに製造・輸入・使用の状況、環境

排出量及び環境残留量等を総合的に勘案して判断する次の事

項について、調査審議を行う。 

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）関係 
 ・第一種特定化学物質の指定 
 ・監視化学物質の指定 
 ・新規化学物質の判定 
○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律（化管法）関係 
 ・第一種指定化学物質の指定 
 ・第二種指定化学物質の指定 

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）関係 

 ・第一種特定化学物質使用製品の指定 

 ・第一種特定化学物質の例外使用用途の指定 

 ・第二種特定化学物質の指定 

 ・第二種特定化学物質使用製品の指定 

 ・第二種特定化学物質の製造及び輸入制限の必要性の認定 

 ・監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性調査の指示 

 ・優先評価化学物質の指定 

化学物質審議会 

会長：林 真（公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター名誉理事長） 

部会長：林 真（公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター名誉理事長） 

部会長：林 真（公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター名誉理事長） 
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Ⅱ．産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会 概要 

 

１．開催趣旨 

化学物質管理を巡る国際的環境の変化に迅速に対応する必要性に鑑

み、国際的な規制制度や国内の化学物質管理の制度設計等、今後の化学

物質管理政策の在り方について審議を行う。 

 

２．検討事項 

化学物質管理政策の在り方に関する重要事項等について 

 

３．設置年月日 

平成２５年７月１日 

 

４．庶務担当部局 

経済産業省製造産業局化学物質管理課 
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（体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

化学物質政策小委員会 

製造産業分科会 

 化学物質管理を巡る国際的環境の変化に迅速に対応する必要性
に鑑み、国際的な規制制度や国内の化学物質管理の制度設計等、今
後の化学物質管理政策の在り方について審議を行う。 

産業構造審議会 

フロン類等対策ワーキンググループ 

 フロン類の大気中への排出の抑制を一層推進するため、
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
（フロン排出抑制法）の施行状況等（フロン類の使用合理
化、指定製品等）について、検討し、評価する。 
 

分科会長：清家 篤（慶應義塾長） 

委員長：東海 明宏（大阪大学大学院工学研究科教授） 

座長：飛原 英治（東京大学大学院新領域創成科学研究所教授） 

会長：榊原 定征（日本経済団体連合会会長／東レ株式会社相談役最高顧問） 

制度構築ワーキンググループ 

 「水銀に関する水俣条約」の国内担保に関し、水銀含有
製品の製造・輸出入禁止、水銀の暫定的保管等について検
討する。 
 また、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」
の見直し等について検討する。 
 

座長：東海 明宏（大阪大学大学院工学研究科教授） 


